
様式第17の4（第23条の9の3関係） 

 

接続約款設定（変更）届出書 

 

令和 7年 3月 24日 

 

総務大臣 殿 

郵 便 番 号  １００－６１５０ 

（ふりがな）  とうきょうとちよだくながたちょう 

住 所  東京都千代田区永田町２－１１－１ 

（ふりがな）  かぶしきがいしゃえぬ・てぃ・てぃ・どこも 

            氏 名  株式会社ＮＴＴドコモ 

                    代表取締役社長 前田 義晃 

登録年月日   平成１６年４月１日 

登 録 番 号  第７４号 

   連 絡 先 

          

 

 

 電気通信事業法第 34条第 2項の規定により、別紙のとおり接続約款を変更するので届け

出ます。 

 

実 施 期 日 令和７年３月３１日 

注１ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



添付資料 

 

別紙 接続約款新旧対照表 

様式第１７の４の２ 

様式第１７の４の３ 

様式第１７の４の４ 

様式第１７の４の５ 

様式第１７の４の６ 

様式第１７の４の７ 

様式第１７の４の８ 

様式第１７の４の９ 

様式第１７の４の１０ 

令和３年総務省告示第４１０号に基づく様式第１・２（Ｒ５用） 



接続約款新旧対照表（2025/3/31改正） 

 

新 旧 

 

（接続申込みの承諾） 

第15条 当社は、第14条（接続申込み）に規定する接続申込みがあったときは、

次の場合を除き、その接続申込みを受け付けた順序に従って別表３（様式）様

式第５の書面により承諾します。 

(1) 電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあるとき。 

(2) その接続により当社の被る損失がその接続により得られる利益を上回る場合

であってその程度が相当程度にわたる若しくは接続先拡大に寄与しない、又は

当社の事業運営上支障が生じるなど当社の利益を不当に害するおそれがある

とき。 

(3) 接続申込者が、接続に関し負担すべき金額の支払いを怠り、又は怠るおそ

れがあるとき（第64条の３（債務の履行の担保）第１項各号に定める事由

のいずれかが発生したときを含み、接続申込者が接続に関し負担すべき債務の

履行が担保されたときを除きます。以下、第84条（承諾の限界）において同じ

とします。）。 

(4) 接続に応ずるための電気通信回線設備の設置又は改修がインタフェース又は

プロトコルの大規模な変更を伴う場合その他の技術的又は経済的に著しく困

難であるとき。 

(5) 接続申込者が、その接続に関する協定で定められた技術的又は経済的事

項について重大な違反を行い、かつ、正当な理由なく当社による当該重大な違

反に対する是正の求めに応じないとき（第３号に掲げる理由を除きます。）。 

２ 前項の規定により、その接続申込みを承諾しないときは、当社は、書面によりそ

の理由を通知します。 

 

 

 

 

 

 

（接続申込みの承諾） 

第15条 当社は、第14条（接続申込み）に規定する接続申込みがあったときは、

次の場合を除き、その接続申込みを受け付けた順序に従って別表３（様式）様

式第５の書面により承諾します。 

(1) 電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあるとき。 

(2) その接続により当社の被る損失がその接続により得られる利益を上回る場合

であってその程度が相当程度にわたる若しくは接続先拡大に寄与しない、又は

当社の事業運営上支障が生じるなど当社の利益を不当に害するおそれがある

とき。 

(3) 接続申込者が、接続に関し負担すべき金額の支払いを怠り、又は怠るおそ

れがあるとき（第64条の３（債務の履行の担保）第１項各号に定める事由

のいずれかが発生したときを含み、接続申込者が接続に関し負担すべき債務の

履行が担保されたときを除きます。以下、第84条（承諾の限界）において同じ

とします。）。 

(4) 接続に応ずるための電気通信回線設備の設置又は改修がインタフェース又は

プロトコルの大規模な変更を伴う場合その他の技術的又は経済的に著しく困

難であるとき。 

２ 前項の規定により、その接続申込みを承諾しないときは、当社は、書面によりそ

の理由を通知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 



接続約款新旧対照表（2025/3/31改正） 

新 旧 

（協定上の地位の移転又は承継） 

第32条 協定事業者が電気通信事業の全部若しくは一部を譲渡することにより、

協定上の地位を移転しようとする場合又は協定事業者について合併、分割若しく

は相続により協定上の地位の承継があった場合は、当社の承諾を受けなければ、

その効力を生じません。 

２ 協定上の地位の移転又は承継の承諾を受けようとするときは、当該電気通信

事業の全部若しくは一部を譲り受けた者又は合併後存続する法人、合併により

設立した法人、分割により当該電気通信事業の全部若しくは一部を承継した法

人、若しくは相続人（相続人が２人以上ある場合においてその協議により当該

電気通信事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者とします。）は、これを

証明する書類を当社が指定する事務取扱所に提出することを要します。 

３ 当社は、前項の規定により協定上の地位の移転又は承継の承諾を求められたと

きは、次の場合を除き、これを承諾します。 

(1) 協定上の地位の移転又は承継を承諾するとした場合において、第15条

（接続申込みの承諾）第１項第１号又は第２号に定める事由に該当すると

き。 

(2) 協定上の地位の移転又は承継を受けようとする者が第15条（接続申込み

の承諾）第１項第３号又は第5号に該当する者であるとき。 

(3) 電気通信事業の全部の譲渡又は電気通信事業者の合併、分割若しくは

相続について総務大臣へ届出をしていないとき。 

(4) 協定事業者が登録電気通信事業者である場合において、協定上の地位の

移転又は承継を受けようとする者が事業法第17条第１項ただし書の規定に

該当するとき。 

(5) 当社に対する接続に係る料金その他の債務（この約款の規定により、支

払いを要することとなった接続に係る料金、工事又は手続きに関する費用又は

割増金等の債務をいいます。）の支払義務等、協定上の地位の帰属が不明

確であるとき。 

 

 

 

（協定上の地位の移転又は承継） 

第32条 協定事業者が電気通信事業の全部若しくは一部を譲渡することにより、

協定上の地位を移転しようとする場合又は協定事業者について合併、分割若しく

は相続により協定上の地位の承継があった場合は、当社の承諾を受けなければ、

その効力を生じません。 

２ 協定上の地位の移転又は承継の承諾を受けようとするときは、当該電気通信

事業の全部若しくは一部を譲り受けた者又は合併後存続する法人、合併により

設立した法人、分割により当該電気通信事業の全部若しくは一部を承継した法

人、若しくは相続人（相続人が２人以上ある場合においてその協議により当該

電気通信事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者とします。）は、これを

証明する書類を当社が指定する事務取扱所に提出することを要します。 

３ 当社は、前項の規定により協定上の地位の移転又は承継の承諾を求められたと

きは、次の場合を除き、これを承諾します。 

(1) 協定上の地位の移転又は承継を承諾するとした場合において、第15条

（接続申込みの承諾）第１項第１号又は第２号に定める事由に該当すると

き。 

(2) 協定上の地位の移転又は承継を受けようとする者が第15条（接続申込み

の承諾）第１項第３号に該当する者であるとき。 

(3) 電気通信事業の全部の譲渡又は電気通信事業者の合併、分割若しくは

相続について総務大臣へ届出をしていないとき。 

(4) 協定事業者が登録電気通信事業者である場合において、協定上の地位の

移転又は承継を受けようとする者が事業法第17条第１項ただし書の規定に

該当するとき。 

(5) 当社に対する接続に係る料金その他の債務（この約款の規定により、支

払いを要することとなった接続に係る料金、工事又は手続きに関する費用又は

割増金等の債務をいいます。）の支払義務等、協定上の地位の帰属が不明

確であるとき。 

 

 

 



接続約款新旧対照表（2025/3/31改正） 

新 旧 

（当社が行う協定の解除） 

第36条 当社は、第49条（接続の停止）の規定により接続を停止された協定事

業者が、なおその事実を解消しないときは、協定を解除することがあります。 

２ 当社は、協定事業者が第49条（接続の停止）又は第60条の２（支払いの

留保）に該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及

ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、接続の停止又は負担すべき金

額の支払いの留保をしないでその協定を解除することがあります。 

３ 当社は、第１項の規定により協定を解除するときは、予告を行います。 

 

（接続の停止） 

第49条 当社は、協定事業者が次表の左欄のいずれかに該当するときは、右欄に

規定する期間、その接続（次表の左欄の対象となる接続（以下、「対象接続」と

いいます。）のみを停止することが技術的に困難な場合等は、その協定事業者と

の対象接続以外の接続を含む場合があります。以下、この条において同じとしま

す。）を停止することがあります。 
 

区   別 期   間 

(1) その接続に係る料金その他の債務（この約款の規定

により、支払いを要することとなった接続に係る料金、工

事又は手続きに関する費用又は割増金等の債務をい

います。以下、同じとします。）について、支払期日の経

過後、なおその支払いがないとき。 

その料金その他の債務が

支払われるまでの間 

(2) 第64条の２（債務の履行の担保に係る協議申入

れ等）の規定に基づき接続申込者が当社に対して約し

た債務の履行の担保について期日までに行われないと

き。 

債務の履行の担保が行わ

れるまでの間 

(3) 第64条の３（債務の履行の担保）第１項若しくは

第４項に規定する債務の履行の担保について当社が定

債務の履行の担保が行わ

（当社が行う協定の解除） 

第36条 当社は、第49条（接続の停止）の規定により接続を停止された協定事

業者が、なおその事実を解消しないときは、協定を解除することがあります。 

２ 当社は、協定事業者が第49条（接続の停止）に該当する場合に、その事実

が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定

にかかわらず、接続の停止をしないでその協定を解除することがあります。 

３ 当社は、第１項の規定により協定を解除するときは、予告を行います。 

 

 

（接続の停止） 

第49条 当社は、協定事業者が次表の左欄のいずれかに該当するときは、右欄に

規定する期間、その接続（次表の左欄の対象となる接続（以下、「対象接続」と

いいます。）のみを停止することが技術的に困難な場合等は、その協定事業者と

の対象接続以外の接続を含む場合があります。以下、この条において同じとしま

す。）を停止することがあります。 
 

区   別 期   間 

(1) その接続に係る料金その他の債務（この約款の規定

により、支払いを要することとなった接続に係る料金、工

事又は手続きに関する費用又は割増金等の債務をい

います。以下、同じとします。）について、支払期日の経

過後、なおその支払いがないとき。 

その料金その他の債務が

支払われるまでの間 

(2) 第64条の２（債務の履行の担保に係る協議申入

れ等）の規定に基づき接続申込者が当社に対して約し

た債務の履行の担保について期日までに行われないと

き。 

債務の履行の担保が行わ

れるまでの間 

(3) 第64条の３（債務の履行の担保）第１項若しくは

第４項に規定する債務の履行の担保について当社が定

債務の履行の担保が行わ



接続約款新旧対照表（2025/3/31改正） 

新 旧 

める期日までに行われないとき。 れるまでの間 

(4) 第38条（守秘義務）又は第41条（維持責任）

その他この約款の規定に違反したとき。 

その違反の事由が解消さ

れるまでの間 

(5) 第15条（接続申込みの承諾）第１項第１号又は

第２号に定める事由が発生したとき 

その事由が解消されるまで

の間 

(6) 協定事業者が、その接続に関する協定で定められた

技術的又は経済的事項について重大な違反を行い、か

つ、正当な理由なく当社による当該重大な違反に対す

る是正の求めに応じないとき（第１欄から第３欄に掲

げる理由を除きます。）。 

その違反の事由が解消さ

れるまでの間 

 

２ 当社は、前項の規定により接続を停止するときは、協定事業者に対して書面に

より、その理由、接続の停止をする日及び期間を接続の停止の 30 日前までに、

接続停止費用（接続の停止に要する費用に消費税相当額を加算した額をいい

ます。以下、同じとします。）及び接続停止解除費用（接続の停止の解除に要

する費用に消費税相当額を加算した額をいいます。以下、同じとします。）の概

算額を接続の停止までに通知します。 

 ただし、協定事業者の所在が不明（電話、郵送及び現地調査によってもなお協

定事業者と連絡できない状態をいいます。以下同じとします。）であるときは、当

社が協定事業者から通知されている住所等への再度の書面の郵送をもって、その

通知を行ったものとみなします。 

３ 協定事業者は、当社が第１項の規定により接続を停止した場合には、接続停

止費用の概算額を支払うことを要するものとし、接続の停止を解除しようとする場

合には、接続停止解除費用の概算額を支払うことを要するものとします。 

４ 第１項の規定により接続を停止した場合において、その接続の停止の理由とな

った事実が解消されたときは、当社は、その接続の停止を速やかに（接続の形態

や規模によっては期間を要する場合があり、その期間を要することについて、当社の

める期日までに行われないとき。 れるまでの間 

(4) 第38条（守秘義務）又は第41条（維持責任）

その他この約款の規定に違反したとき。 

その違反の事由が解消さ

れるまでの間 

(5) 第15条（接続申込みの承諾）第１項第１号又は

第２号に定める事由が発生したとき 

その事由が解消されるまで

の間 

 

２ 当社は、前項の規定により接続を停止するときは、協定事業者に対して書面に

より、その理由、接続の停止をする日及び期間を接続の停止の30日前までに、接

続停止費用（接続の停止に要する費用に消費税相当額を加算した額をいいま

す。以下、同じとします。）及び接続停止解除費用（接続の停止の解除に要す

る費用に消費税相当額を加算した額をいいます。以下、同じとします。）の概算

額を接続の停止までに通知します。 

 ただし、協定事業者の所在が不明（電話、郵送及び現地調査によってもなお

協定事業者と連絡できない状態をいいます。以下同じとします。）であるときは、

当社が協定事業者から通知されている住所等への再度の書面の郵送をもって、そ

の通知を行ったものとみなします。 

３ 協定事業者は、当社が第１項の規定により接続を停止した場合には、接続停

止費用の概算額を支払うことを要するものとし、接続の停止を解除しようとする場

合には、接続停止解除費用の概算額を支払うことを要するものとします。 

４ 第１項の規定により接続を停止した場合において、その接続の停止の理由とな

った事実が解消されたときは、当社は、その接続の停止を速やかに（接続の形態

や規模によっては期間を要する場合があり、その期間を要することについて、当社の

責めに帰すべき事由はないものとします。）解除します。ただし、前項に規定する

接続停止費用及び接続停止解除費用の概算額が支払われなかったときは、この

限りではありません。 

５ 当社及び協定事業者は、接続停止費用及び接続停止解除費用について、概

算額と実績額との精算を行うものとします。 

 



接続約款新旧対照表（2025/3/31改正） 

新 旧 

責めに帰すべき事由はないものとします。）解除します。ただし、前項に規定する

接続停止費用及び接続停止解除費用の概算額が支払われなかったときは、この

限りではありません。 

５ 当社及び協定事業者は、接続停止費用及び接続停止解除費用について、概

算額と実績額との精算を行うものとします。 

 

（支払いの留保） 

第60条の２ 当社は、協定事業者が第49条（接続の停止）第1項の表中第１

欄、第２欄、第３欄又は第６欄に該当するときは、当社がその協定事業者に対

し対象接続（対象接続のみに関し負担すべき金額の支払いを留保することが技

術的に困難な場合等は、その協定事業者との対象接続以外の接続を含む場合

があります。以下、この条において同じとします。）に関し負担すべき金額の支払い

を留保することがあります。 

２ 当社は、前項の規定により支払いの留保をするときは、協定事業者に対して書

面によりその理由をあらかじめ通知します。 

 ただし、協定事業者の所在が不明であるときは、当社が協定事業者から通知され

ている住所等への再度の書面の郵送をもって、その通知を行ったものとみなします。 

３ 第１項の規定により支払いの留保をした場合において、その支払いの留保の理

由となった事実が解消されたときは、当社は、その支払いの留保をしていた負担す

べき金額を速やかに支払うこととします。この場合において、当社は、支払いの留保

をしていた協定事業者に対し負担すべき金額には利息を付さないものとします。 

 

（承諾の限界） 

第84条 当社は、協定事業者（接続申込者を含みます。以下、この条において同

じとします。）から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技

術的に困難なとき、その請求を承諾することによって保守することが著しく困難であ

る等当社の業務の遂行上支障があるとき、協定事業者が接続に関し負担すべき

金額の支払いを怠り、若しくは怠るおそれがあるとき又はその請求に関する協定で

定められた技術的又は経済的事項について重大な違反を行い、かつ、正当な理

由なく当社による当該重大な違反に対する是正の求めに応じないときは、その請

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（承諾の限界） 

第84条 当社は、協定事業者（接続申込者を含みます。以下、この条において同

じとします。）から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技

術的に困難なとき又はその請求を承諾することによって保守することが著しく困難で

ある等当社の業務の遂行上支障があるとき、又は協定事業者が接続に関し負担

すべき金額の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるときは、その請求を承諾しないこ

とがあります。この場合において、その理由をその請求した協定事業者に書面により

通知します。 
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求を承諾しないことがあります。この場合において、その理由をその請求した協定事

業者に書面により通知します。 

 ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。 

 

（双務的条件） 

第85条 協定事業者は、当社と協定を締結するときは、この約款の第８条（当社

の接続対象地域）、第16条（接続用設備の設置又は改修の申込み）から第

24条（接続用ソフトウェアの開発の中止）まで、第26条（瑕疵）、第32条

（協定上の地位の移転又は承継）、第36条（当社が行う協定の解除）、第

40条の２（特定電子メールの取扱い）、第42条（協定事業者の切分責

任）、第43条の２（第三者への債権譲渡等）、第45条（相互接続通信の

切断）、第48条（接続の一時中断）、第49条（接続の停止）、第50条

（接続の中止）、第50条の２（工事又は手続き等の停止及び中止）、第60

条の２（支払いの留保）、第61条（料金の一括後払い）、第61条の２（期

限の利益喪失）、第65条（割増金）、第66条（延滞利息）、第71条の２

（トラヒック又は回線数が乖離した場合の取扱い）、第72条（免責）、第84条

（承諾の限界）において規定する条件と同等の条件で双務的に協定を締結す

ることができます。この場合において、協定事業者が届出電気通信事業者である

場合は、第８条（当社の接続対象地域）に「事業法第９条又は第13条の規

定により登録を受け又は変更された業務区域」とあるのは「事業法第16条の規定

により届け出た提供区域」に読み替えるものとします。 

２ 協定事業者は、その電気通信設備の設置又は改修に要する概算額及びその

内訳等の通知について、第12条（事前調査の回答）第３項に準じて取り扱うこ

ととします。 

 

 

 

 ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。 

 

 

 

（双務的条件） 

第85条 協定事業者は、当社と協定を締結するときは、この約款の第８条（当社

の接続対象地域）、第16条（接続用設備の設置又は改修の申込み）から第

24条（接続用ソフトウェアの開発の中止）まで、第26条（瑕疵）、第32条

（協定上の地位の移転又は承継）、第36条（当社が行う協定の解除）、第

40条の２（特定電子メールの取扱い）、第42条（協定事業者の切分責

任）、第43条の２（第三者への債権譲渡等）、第45条（相互接続通信の

切断）、第48条（接続の一時中断）、第49条（接続の停止）、第50条

（接続の中止）、第50条の２（工事又は手続き等の停止及び中止）、第61

条（料金の一括後払い）、第61条の２（期限の利益喪失）、第65条（割

増金）、第66条（延滞利息）、第71条の２（トラヒック又は回線数が乖離し

た場合の取扱い）、第72条（免責）、第84条（承諾の限界）において規定

する条件と同等の条件で双務的に協定を締結することができます。この場合におい

て、協定事業者が届出電気通信事業者である場合は、第８条（当社の接続対

象地域）に「事業法第９条又は第13条の規定により登録を受け又は変更され

た業務区域」とあるのは「事業法第16条の規定により届け出た提供区域」に読み

替えるものとします。 

２ 協定事業者は、その電気通信設備の設置又は改修に要する概算額及びその

内訳等の通知について、第12条（事前調査の回答）第３項に準じて取り扱うこ

ととします。  
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料金表 

通則 （略） 

第１表 接続料金  

第１ 網使用料 １ 適用（略） 

２ 料金額 

区分 単位 料金額 備考 

(1) 通話モード接続機能 １秒ごとに 0.045645 円 ― 

(2) 64kb/s デジタル通話モード接続

機能 

１秒ごとに 
0.070644 円 

― 

(3) ショートメッセージ通信モード接続機

能 

１通信ごとに 
0.28463 円 

― 

(4) （略） 

(4)の２ 

衛星電話

接続機能

（ワイドス

ターⅢ） 

ア 通話モード接続機能 １秒ごとに 3.48506 円 ― 

イ ショートメッセージ通信

モード接続機能 

１通信ごとに 0.28463 円 ― 

(5) ＭＮＰ転送機能 １秒ごとに 0.010110 円 ― 

(6) ＦＯ

ＭＡ直収

パケット接

続機能 

ア GTP 接

続 

 

令和 7 年

4 月 1 日

から令和 8

年 3 月

31 日まで

適用する

料金 

（ア）

10Mb/s のも

の 

108,740 円 月額 

（イ）

10Mb/s を超

える 1.0Mb/s

ごとに 

10,874 円 月額 

令和８年

4 月 1 日

から令和９

（ア）

10Mb/s のも

の 

103,830 円 月額 

料金表 

通則 （略） 

第１表 接続料金  

第１ 網使用料 １ 適用（略） 

２ 料金額 

区分 単位 料金額 備考 

(1) 通話モード接続機能 １秒ごとに 0.041526 円 ― 

(2) 64kb/s デジタル通話モード接続

機能 

１秒ごとに 
0.074747 円 

― 

(3) ショートメッセージ通信モード接続

機能 

１通信ごとに 
0.37002 円 

― 

(4) （略） 

(4)の２ 

衛星電話

接続機能

（ワイドス

ターⅢ） 

ア 通話モード接続機能 １秒ごとに 3.48506 円 ― 

イ ショートメッセージ通

信モード接続機能 

１通信ごとに 0.37002 円 ― 

(5) ＭＮＰ転送機能 １秒ごとに 0.012330 円 ― 

(6) ＦＯ

ＭＡ直収

パケット接

続機能 

ア GTP接

続 

 

令和 6 年

4 月 1 日

から令和

7 年 3 月

31 日まで

適用する

料金 

（ア）

10Mb/s のも

の 

128,625 円 月額 

（イ）

10Mb/s を超

える

1.0Mb/s ごと

に 

12,862 円 月額 

令和 7 年

4 月 1 日

（ア）

10Mb/s のも

108,740 円 月額 
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年 3 月

31 日まで

適用する

料金 

（イ）

10Mb/s を超

える 1.0Mb/s

ごとに 

10,383 円 月額 

令和９年

4 月 1 日

から令和

10 年 3

月 31 日ま

で適用する

料金 

（ア）

10Mb/s のも

の 

90,521 円 月額 

（イ）

10Mb/s を超

える 1.0Mb/s

ごとに 

9,052 円 月額 

イ 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) Ｘｉ

直収パケッ

ト接続機

能 

 

ア GTP

接続 

 

 

 

令和 7 年

4 月 1 日

から令和 8

年 3 月

31 日まで

（ア）

10Mb/s のも

の 

108,740 円 月額 

（イ）

10Mb/s を超

10,874 円 月額 

から令和

8 年 3 月

31 日まで

適用する

料金 

の 

（イ）

10Mb/s を超

える

1.0Mb/s ごと

に 

10,874 円 月額 

令和８年

4 月 1 日

から令和

９年 3 月

31 日まで

適用する

料金 

（ア）

10Mb/s のも

の 

103,830 円 月額 

（イ）

10Mb/s を超

える

1.0Mb/s ごと

に 

10,383 円 月額 

令和９年

4 月 1 日

から令和

10 年 3

月 31 日

まで適用

する料金 

（ア）

10Mb/s のも

の 

90,521 円 月額 

（イ）

10Mb/s を超

える

1.0Mb/s ごと

に 

9,052 円 月額 

イ 削除 

(7) Ｘｉ

直収パケッ

ト接続機

能 

 

ア GTP

接続 

令和 6 年

4 月 1 日

から令和

7 年 3 月

31 日まで

（ア）

10Mb/s のも

の 

128,625 円 月額 

（イ）

10Mb/s を超

12,862 円 月額 
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適用する

料金 

える 1.0Mb/s

ごとに 

令和８年

4 月 1 日

から令和９

年 3 月

31 日まで

適用する

料金 

（ア）

10Mb/s のも

の 

103,830 円 月額 

（イ）

10Mb/s を超

える 1.0Mb/s

ごとに 

10,383 円 月額 

令和９年

4 月 1 日

から令和

10 年 3

月 31 日ま

で適用する

料金 

（ア）

10Mb/s のも

の 

90,521 円 月額 

（イ）

10Mb/s を超

える 1.0Mb/s

ごとに 

9,052 円 月額 

イ 削除 

適用する

料金 

える

1.0Mb/s ごと

に 

令和 7 年

4 月 1 日

から令和

8 年 3 月

31 日まで

適用する

料金 

（ア）

10Mb/s のも

の 

108,740 円 月額 

（イ）

10Mb/s を超

える

1.0Mb/s ごと

に 

10,874 円 月額 

令和８年

4 月 1 日

から令和

９年 3 月

31 日まで

適用する

料金 

（ア）

10Mb/s のも

の 

103,830 円 月額 

（イ）

10Mb/s を超

える

1.0Mb/s ごと

に 

10,383 円 月額 

令和９年

4 月 1 日

から令和

10 年 3

月 31 日

まで適用

する料金 

（ア）

10Mb/s のも

の 

90,521 円 月額 

（イ）

10Mb/s を超

える

1.0Mb/s ごと

に 

9,052 円 月額 

イ 削除 
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(7)の 2  

５G 直収

パケット接

続機能 

GTP 接続 令和 7 年

4 月 1 日

から令和 8

年 3 月

31 日まで

適用する

料金 

（ア）

10Mb/s のも

の 

108,740 円 月額 

（イ）

10Mb/s を超

える 1.0Mb/s

ごとに 

10,874 円 月額 

令和８年

4 月 1 日

から令和９

年 3 月

31 日まで

適用する

料金 

（ア）

10Mb/s のも

の 

103,830 円 月額 

（イ）

10Mb/s を超

える 1.0Mb/s

ごとに 

10,383 円 月額 

令和９年

4 月 1 日

から令和

10 年 3

月 31 日ま

で適用する

料金 

（ア）

10Mb/s のも

の 

90,521 円 月額 

(7)の 2  

５G 直収

パケット接

続機能 

GTP 接続 令和 6 年

4 月 1 日

から令和

7 年 3 月

31 日まで

適用する

料金 

（ア）

10Mb/s のも

の 

128,625 円 月額 

（イ）

10Mb/s を超

える

1.0Mb/s ごと

に 

12,862 円 月額 

令和 7 年

4 月 1 日

から令和

8 年 3 月

31 日まで

適用する

料金 

（ア）

10Mb/s のも

の 

108,740 円 月額 

（イ）

10Mb/s を超

える

1.0Mb/s ごと

に 

10,874 円 月額 

令和８年

4 月 1 日

から令和

９年 3 月

31 日まで

適用する

料金 

（ア）

10Mb/s のも

の 

103,830 円 月額 

（イ）

10Mb/s を超

える

1.0Mb/s ごと

に 

10,383 円 月額 
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（イ）

10Mb/s を超

える 1.0Mb/s

ごとに 

9,052 円 月額 

(8) ＦＯＭＡ特

定接続契約者回

線管理機能 

令和７年 4 月 1

日から令和８年 3

月 31 日まで適用

する料金 

1 契約者回線

ごとに 

61 円 月額 

令和８年 4 月 1

日から令和９年 3

月 31 日まで適用

する料金 

1 契約者回線

ごとに 

62 円 月額 

令和９年 4 月 1

日から令和 10 年

3 月 31 日まで適

用する料金 

1 契約者回線

ごとに 

59 円 月額 

令和９年

4 月 1 日

から令和

10 年 3

月 31 日

まで適用

する料金 

（ア）

10Mb/s のも

の 

90,521 円 月額 

（イ）

10Mb/s を超

える

1.0Mb/s ごと

に 

9,052 円 月額 

(8) ＦＯＭＡ特

定接続契約者回

線管理機能 

令和６年 4 月 1

日から令和７年

3 月 31 日まで

適用する料金 

1 契約者回

線ごとに 

63 円 月額 

令和７年 4 月 1

日から令和８年

3 月 31 日まで

適用する料金 

1 契約者回

線ごとに 

61 円 月額 

令和８年 4 月 1

日から令和９年

3 月 31 日まで適

用する料金 

1 契約者回

線ごとに 

62 円 月額 

令和９年 4 月 1

日から令和 10

年 3 月 31 日ま

で適用する料金 

 

1 契約者回

線ごとに 

59 円 月額 
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(9) Ｘｉ特定接

続契約者回線管

理機能 

令和７年 4 月 1

日から令和８年 3

月 31 日まで適用

する料金 

1 契約者回線

ごとに 

61 円 月額 

令和８年 4 月 1

日から令和９年 3

月 31 日まで適用

する料金 

1 契約者回線

ごとに 

62 円 月額 

令和９年 4 月 1

日から令和 10 年

3 月 31 日まで適

用する料金 

1 契約者回線

ごとに 

59 円 月額 

(9)の 2 ５G 特

定接続契約者回

線管理機能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年 4 月 1

日から令和８年 3

月 31 日まで適用

する料金 

1 契約者回線

ごとに 

61 円 月額 

令和８年 4 月 1

日から令和９年 3

月 31 日まで適用

する料金 

1 契約者回線

ごとに 

62 円 月額 

令和９年 4 月 1

日から令和 10 年

3 月 31 日まで適

用する料金 

1 契約者回線

ごとに 

59 円 月額 

(9) Ｘｉ特定接

続契約者回線管

理機能 

令和６年 4 月 1

日から令和７年

3 月 31 日まで

適用する料金 

1 契約者回

線ごとに 

63 円 月額 

令和７年 4 月 1

日から令和８年

3 月 31 日まで

適用する料金 

1 契約者回

線ごとに 

61 円 月額 

令和８年 4 月 1

日から令和９年

3 月 31 日まで適

用する料金 

1 契約者回

線ごとに 

62 円 月額 

令和９年 4 月 1

日から令和 10

年 3 月 31 日ま

で適用する料金 

1 契約者回

線ごとに 

59 円 月額 

(9)の 2 ５G 特

定接続契約者回

線管理機能 

令和６年 4 月 1

日から令和７年

3 月 31 日まで

適用する料金 

1 契約者回

線ごとに 

63 円 月額 

令和７年 4 月 1

日から令和８年

3 月 31 日まで

適用する料金 

1 契約者回

線ごとに 

61 円 月額 

令和８年 4 月 1

日から令和９年

3 月 31 日まで適

用する料金 

1 契約者回

線ごとに 

62 円 月額 
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(9)の３ ＦＯＭＡ特定接続契約者

（音声）回線管理機能 

1 契約者回線

ごとに 

68 円 月額 

(9)の４ Ｘｉ特定接続契約者（音

声）回線管理機能 

1 契約者回線

ごとに 

68 円 月額 

(9)の５ ５Ｇ特定接続契約者（音

声）回線管理機能 

1 契約者回線

ごとに 

68 円 月額 

 

第２ 網改造料 

２ 料金額 

     網改造料は、次により算定します。   

2-2 年額料金の算定に係る比率 

区分 内容 

諸掛費率 0.091 

設備管理費率 ソフトウェア 法定耐用年数 

期間内 

ア イ以外の場合 0.137 

イ 伝送路設備等に係

るもの 
0.050 

法定耐用年数 

経過後 

ア イ以外の場合 0.116 

イ 伝送路設備等に係

るもの 
0.029 

ハードウェア 法定耐用年数 

期間内 

ア イ以外の場合 0.142 

イ 伝送路設備等に係

るもの 
0.055 

法定耐用年数 ア イ以外の場合 0.116 

令和９年 4 月 1

日から令和 10

年 3 月 31 日ま

で適用する料金 

1 契約者回

線ごとに 

59 円 月額 

(9)の３ ＦＯＭＡ特定接続契約者

（音声）回線管理機能 

1 契約者回

線ごとに 

69 円 月額 

(9)の４ Ｘｉ特定接続契約者

（音声）回線管理機能 

1 契約者回

線ごとに 

69 円 月額 

(9)の５ ５Ｇ特定接続契約者

（音声）回線管理機能 

1 契約者回

線ごとに 

69 円 月額 

 

第２ 網改造料 

2 料金額 

     網改造料は、次により算定します。      

2-2 年額料金の算定に係る比率 

区分 内容 

諸掛費率 0.100 

設備管理費率 ソフトウェア 法定耐用年数 

期間内 

ア イ以外の場合 0.133 

イ 伝送路設備等に係

るもの 
0.051 

法定耐用年数 

経過後 

ア イ以外の場合 0.113 

イ 伝送路設備等に係

るもの 
0.031 

ハードウェア 法定耐用年数 

期間内 

ア イ以外の場合 0.138 

イ 伝送路設備等に係

るもの 
0.056 

法定耐用年数 ア イ以外の場合 0.113 
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新 旧 

経過後 イ 伝送路設備等に係

るもの 
0.029 

土地 0.056 

通信用建物 0.027 

 

第２表 工事費及び手続費 

第１ 工事費 

1 適用 （略） 

2 工事費の額 

２－１ 工事費 

区分 単位 工事費の額 備考 

(1) トランスレ

ータ変更工事

費 

当社の電気通信設備にお

いて相互接続通信の経路

を決定するために、協定事

業者の電気通信番号を加

入者交換機又は中継交

換機に設定する工事に要

する費用 

１工事

ごとに 

１（適

用）第１

欄のとおり 

― 

(2) 削除 ― ― ― ― 

(3) 直収パケ

ット接続に係る

データ設定工

事費 

第５条（標準

的な接続箇

所）表中第２

欄に規定する

接続箇所にお

ける接続に係る

ＩＰアドレス、

ルーティング設

ア イ以

外の場

合 

１工事

ごとに 

１（適

用）第１

欄のとおり 

― 

イ 接続

回線帯

域幅の

変更に

係る工

１工事

ごとに 

15,460 円 適用時間帯

が平日昼間

以外となるも

のについて

は、１（適

経過後 イ 伝送路設備等に係

るもの 
0.031 

土地 0.055 

通信用建物 0.027 

 

第２表 工事費及び手続費 

第１ 工事費 

1 適用 （略） 

2 工事費の額 

２－１ 工事費 

区分 単位 工事費の額 備考 

(1) トランスレ

ータ変更工事

費 

当社の電気通信設備にお

いて相互接続通信の経路

を決定するために、協定事

業者の電気通信番号を加

入者交換機又は中継交

換機に設定する工事に要

する費用 

１工事

ごとに 

１（適

用）第１

欄のとおり 

― 

(2) 削除 ― ― ― ― 

(3) 直収パケ

ット接続に係る

データ設定工

事費 

第５条（標準

的な接続箇

所）表中第２

欄に規定する

接続箇所にお

ける接続に係る

ＩＰアドレス、

ルーティング設

ア イ以

外の場

合 

１工事

ごとに 

１（適

用）第１

欄のとおり 

― 

イ 接続

回線帯

域幅の

変更に

係る工

１工事

ごとに 

15,242 円 適用時間帯

が平日昼間

以外となるも

のについて

は、１（適
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定等情報を登

録する工事に

要する費用 

事 用）第１欄

のとおりとしま

す。 

2-2 算出式（略） 

2-3 2-2 に適用する作業単金 

区分 単位 内容 

平日昼間 一人あたり１時間ごとに 6,184 円 

平日夜間 一人あたり１時間ごとに 7,077 円 

平日深夜 一人あたり１時間ごとに 8,289 円 

土日祝日昼夜間 一人あたり１時間ごとに 7,460 円 

土日祝日深夜 一人あたり１時間ごとに 8,672 円 

第２ 手続費 （略） 

   ２－２ ２－１以外の手続費 （略） 

   ２－３ 算出式 （略） 

第３表 その他の費用 

第１ ＵＳＩＭカードの貸与に係る費用 

１ ＵＳＩＭカードの貸与に係る費用の額 

区分 単位 形状 費用の額 備考 

ＵＳＩＭカ

ードの貸与

に係る費用 

ＵＳＩＭカ

ードの貸与

に係る請求

を し 、 当 社

が承諾した

ときに要する

費用 

１枚ごとに Ｐ ｌ ｕ ｇ

－ｉｎ Ｕ

I Ｃ Ｃ 、 Ｍ

ｉ ｎ ｉ －

ＵＩＣＣ、

又は４ＦＦ 

232 円 Ｆ Ｏ Ｍ Ａ

特 定 接 続

契約、Ｘｉ

特 定 接 続

契約、５Ｇ

特 定 接 続

契約での利

用が可能で

す。 

定等情報を登

録する工事に

要する費用 

事 用）第１欄

のとおりとしま

す。 

2-2 算出式（略） 

2-3 2-2 に適用する作業単金 

区分 単位 内容 

平日昼間 一人あたり１時間ごとに 6,097 円 

平日夜間 一人あたり１時間ごとに 6,975 円 

平日深夜 一人あたり１時間ごとに 8,167 円 

土日祝日昼夜間 一人あたり１時間ごとに 7,351 円 

土日祝日深夜 一人あたり１時間ごとに 8,544 円 

第２ 手続費 （略） 

  ２－２ ２－１以外の手続費 （略） 

   ２－３ 算出式 （略） 

第３表 その他の費用 

第１ ＵＳＩＭカードの貸与に係る費用 

１ ＵＳＩＭカードの貸与に係る費用の額 

区分 単位 形状 費用の額 備考 

ＵＳＩＭカ

ードの貸与

に係る費用 

ＵＳＩＭカ

ードの貸与

に係る請求

を し 、 当 社

が承諾した

ときに要する

費用 

１枚ごとに Ｐ ｌ ｕ ｇ

－ｉｎ Ｕ

I Ｃ Ｃ 、 Ｍ

ｉ ｎ ｉ －

ＵＩＣＣ、

又は４ＦＦ 

213 円 Ｆ Ｏ Ｍ Ａ

特 定 接 続

契約、Ｘｉ

特 定 接 続

契約、５Ｇ

特 定 接 続

契約での利

用が可能で

す。 
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別表３ 様式 

様式第１（第 10 条第２項関係） 

事前調査申込書 

第  号 

年   月   日 

 

 

    殿 

 

所属（法人名等） 

氏名    

  次の通り、貴社の網との接続等を行いたい（変更したい）ので、事前調査を申し込みま

す。 

接続（変更）の概要 

 

 

 

協議事項に関する具体的内容 

 

 

 

接続（変更）希望時期  

連絡先 

 （担当者氏名、電話番号、メールアドレ

 

別表３ 様式 

様式第１（第 10 条第２項関係） 

事前調査申込書 

第  号 

年   月   日 

 

 

    殿 

 

所属（法人名等） 

氏名   印 

  次の通り、貴社の網との接続等を行いたい（変更したい）ので、事前調査を申し込みま

す。 

接続（変更）の概要 

 

 

 

協議事項に関する具体的内容 

 

 

 

接続（変更）希望時期  

連絡先 

 （担当者氏名、電話番号、メールアドレ
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新 旧 

ス） 

 

 

 

協議事項に関する具体的内容 

 １．接続箇所 

 (1) 接続形態  直接接続  間接接続（他通信事業者

経由接続） 

接続希望形態に○印を記入 

(2) 接続約款記載の接続箇所（直接接続の場合のみ） 

 接続約款第５条（標準的接続箇所）表中第 欄とする。 

 ２．電気通信設備の分界点（直接接続の場合のみ） 

 相互接続点設置希望地

域 

 

 ３．接続対象地域等 

 (1) 弊社接続対象地域  

 (2) 相互接続点ごとの

接続対象地域等 （ドコ

モ着信時） 

発信地域 ドコモとの相互接続点

(ZA 名) 

接続対象 

    

    

    

 (3) 相互接続点ごとの

接続対象地域等（ドコ
発信地域 ドコモとの相互接続点

(ZA 名) 

接続対象 

ス） 

 

 

 

協議事項に関する具体的内容 

 １．接続箇所 

 (1) 接続形態  直接接続  間接接続（他通信事業者

経由接続） 

接続希望形態に○印を記入 

(2) 接続約款記載の接続箇所（直接接続の場合のみ） 

 接続約款第５条（標準的接続箇所）表中第 欄とする。 

 ２．電気通信設備の分界点（直接接続の場合のみ） 

 相互接続点設置希望地

域 

 

 ３．接続対象地域等 

 (1) 弊社接続対象地域  

 (2) 相互接続点ごとの

接続対象地域等 （ドコ

モ着信時） 

発信地域 ドコモとの相互接続点

(ZA 名) 

接続対象 

    

    

    

 (3) 相互接続点ごとの

接続対象地域等（ドコ
発信地域 ドコモとの相互接続点

(ZA 名) 

接続対象 
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 モ発信時） 

（ドコモ料金設定権呼

は無記入） 

   

    

    

 ４．接続の技術的条件 （物理的、電気的、論理的条件）  

 新たな技術的条件の有

無 

 有    無 該当条件に○印を記入 

接続約款記載の技術的

条件での接続の場合 

接続約款第 11 章技術的条件 

技術的条件集第２章形態別技術的条件第 節形態の

とおりとする。 

ＩＳＵＰ信号設定値  

 信号速度  4.8kb/s  48kb/s 

回

線

留

保 

優先発ﾕｰｻﾞ留

保回線制御機

能 

 有  無 

両方向留保回

線制御機能 
 有  無 

該当条件に○印を記入 

接続約款記載の技術的

条件以外での接続の場

合 

 

 ５．電気通信設備の建設に係る事項 

 相互接続点ごとのトラヒッ 別紙１ 予測トラヒック値のとおり。 

 モ発信時） 

（ドコモ料金設定権呼は

無記入） 

   

    

    

 ４．接続の技術的条件 （物理的、電気的、論理的条件）  

 新たな技術的条件の有

無 

 有    無 該当条件に○印を記入 

接続約款記載の技術的

条件での接続の場合 

接続約款第 11 章技術的条件 

技術的条件集第２章形態別技術的条件第 節形態の

とおりとする。 

ＩＳＵＰ信号設定値  

 信号速度  4.8kb/s  48kb/s 

回

線

留

保 

優先発ﾕｰｻﾞ留

保回線制御機

能 

 有  無 

両方向留保回

線制御機能 
 有  無 

該当条件に○印を記入 

接続約款記載の技術的

条件以外での接続の場

合 

 

 ５．電気通信設備の建設に係る事項 

 相互接続点ごとのトラヒッ 別紙１ 予測トラヒック値のとおり。 
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ク需要予測  

 接続品目 

 

接 続 約 款

第 ５ 条 標

準 的 接 続

箇 所 表 中

第 ２ 欄 に

て接続する

場合 

 

ＦＯＭＡ直収 パケット接続機能 

（ Ｇ Ｔ Ｐ 接 続 ） 10Mb/s ～

（1.0Mb/s ごとに） 

Mb/s 

 

 

Ｘｉ直収パケット接続機能 （ＧＴ

Ｐ接続）及び５Ｇ直収パケット接続

機能 （ＧＴＰ接続） 

10Mb/s～（1.0Mb/s ごとに） 

Mb/s 

 接続希望品目に○印を記入 
 

 ６．接続端末種別 

  通話モード  

  64kb/s デジタル通信モード  

  ＦＯＭＡ（パケット通信モード）  

  Ｘｉ（データ通信モード）  

  ５Ｇ(データ通信モード)  

  衛星電話（陸上）  

  衛星電話（船舶）  

                                 接続希望端末に○印を記入 

 ７．接続形態 

 別紙２接続形態のとおり。 

 ８．課金条件（利用者料金設定事業者と利用者料金請求事業者が異なる場合の

み） 

ク需要予測  

 接続品目 

 

接 続 約 款

第 ５ 条 標

準 的 接 続

箇 所 表 中

第 ２ 欄 に

て接続する

場合 

 

ＦＯＭＡ直収 パケット 接 続機能 

（ Ｇ Ｔ Ｐ 接 続 ） 10Mb/s ～

（1.0Mb/s ごとに） 

Mb/s 

 

 

Ｘｉ直収パケット接続機能 （ＧＴ

Ｐ接続）及び５Ｇ直収パケット接続

機能 （ＧＴＰ接続） 

10Mb/s～（1.0Mb/s ごとに） 

Mb/s 

 接続希望品目に○印を記入 
 

 ６．接続端末種別 

  通話モード  

  64kb/s デジタル通信モード  

  ＦＯＭＡ（パケット通信モード）  

  Ｘｉ（データ通信モード）  

  ５Ｇ(データ通信モード)  

  衛星電話（陸上）  

  衛星電話（船舶）  

                                 接続希望端末に○印を記入 

 ７．接続形態 

 別紙２接続形態のとおり。 

 ８．課金条件（利用者料金設定事業者と利用者料金請求事業者が異なる場合の

み） 
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 課

金

方

式 

弊社発信時  柔軟課金方式 

   テーブル課金方式 

 ドコモ発信時  柔軟課金方式 

   テーブル課金方式 

 課金体系 

（ドコモが利用者料金請

求事業者となる場合の

み） 

 距離区分 

  時間帯区分 

  端末区分 

  その他 （               ） 

 希望課金条件に○印を記入 

 ９．ＭＮＰに係る接続機能 

  ＭＮＰ転送機能  

  ＭＮＰリダイレクション機

能 

 

                                接続希望機能に○を記入 

 １０．付加接続機能 

 付加接続機能のうち利用

を希望する機能 

 

 １１．網改造料の対象となる機能 

 網改造料の対象となる機

能のうち利用を希望する機

接続約款料金表第１表（接続料金）第２（網改造

料）１－１（網改造料の対象となる機能）第   欄

 課

金

方

式 

弊社発信時  柔軟課金方式 

   テーブル課金方式 

 ドコモ発信時  柔軟課金方式 

   テーブル課金方式 

 課金体系 

（ドコモが利用者料金請

求事業者となる場合の

み） 

 距離区分 

  時間帯区分 

  端末区分 

  その他 （               ） 

 希望課金条件に○印を記入 

 ９．ＭＮＰに係る接続機能 

  ＭＮＰ転送機能  

  ＭＮＰリダイレクション機

能 

 

                                接続希望機能に○を記入 

 １０．付加接続機能 

 付加接続機能のうち利用

を希望する機能 

 

 １１．網改造料の対象となる機能 

 網改造料の対象となる機

能のうち利用を希望する機

接続約款料金表第１表（接続料金）第２（網改造

料）１－１（網改造料の対象となる機能）第   欄
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能 とする。 

 複数利用の場合は複数を記入 

網 改 造 料 の対 象 となる

機能以外の利用を希望

する機能概要  

 

 １２．番号方式（技術的条件集第１章第１条の分類を記載すること） 

 分類 

 

弊社使用番号帯 最大桁数 

（国際系番
号、ｻｰﾋﾞｽ系番

号の場合の
み） 

弊社使用網間試験番

号 

    

    

    

    

    

 １３．弊社事業者識別コード 

  

 １４．弊社網使用料 （ドコモが利用者料金 （役務区間合算料金） 設定事業者

となる場合）  

   

 １５．契約者情報の提供方法（接続約款第８２条に基づくもの） 

能 とする。 

 複数利用の場合は複数を記入 

網 改 造 料 の対 象 となる

機能以外の利用を希望

する機能概要  

 

 １２．番号方式（技術的条件集第１章第１条の分類を記載すること） 

 分類 

 

弊社使用番号帯 最大桁数 

（国際系番
号、ｻｰﾋﾞｽ系番

号の場合の
み） 

弊社使用網間試験番

号 

    

    

    

    

    

 １３．弊社事業者識別コード 

  

 １４．弊社網使用料 （ドコモが利用者料金 （役務区間合算料金） 設定事業者

となる場合）  

   

 １５．契約者情報の提供方法（接続約款第８２条に基づくもの） 



接続約款新旧対照表（2025/3/31改正） 

新 旧 

  契約者情報照会  

  異動情報  

                                希望情報に○を記入 

 １６．その他 

  

 

様式第１ 別紙１ 

 

弊社         トラヒック予測値 

 

① ： ②、③以外 

ドコモとの相互接続点名 

最繁時呼量      単位：アーラン（ｅｒｌ） 

接続開始

時 

Ｓ年度末

値 

Ｓ＋１年

度末値 

Ｓ＋２年

度末値 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

  契約者情報照会  

  異動情報  

                                希望情報に○を記入 

 １６．その他 

  

 

様式第１ 別紙１ 

 

弊社         トラヒック予測値 

 

① ： ②、③以外 

ドコモとの相互接続点名 

最繁時呼量      単位：アーラン（ｅｒｌ） 

接続開始

時 

Ｓ年度末

値 

Ｓ＋１年

度末値 

Ｓ＋２年

度末値 

 

 

    

 

 

    

 

 

    



接続約款新旧対照表（2025/3/31改正） 

新 旧 

 

 

平均保留時間（不完了呼を含む）      単位：秒 

 

 

    

 

② ： 64kb/s デジタル通信モード 

ドコモとの相互接続点名 

最繁時呼量      単位：アーラン（ｅｒｌ） 

接続開始時 Ｓ年度末値 Ｓ＋１年度末

値 

Ｓ＋２年度末

値 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

平均保留時間（不完了呼を含む）      単位：秒 

 

 

    

③ ： ＦＯＭＡ（パケット通信モード）又はＸｉ/５Ｇ（データ通信モード） 

相互接続点において必要となる接続回線帯域幅   単

 

 

平均保留時間（不完了呼を含む）      単位：秒 

 

 

    

 

② ： 64kb/s デジタル通信モード 

ドコモとの相互接続点名 

最繁時呼量      単位：アーラン（ｅｒｌ） 

接続開始時 Ｓ年度末値 Ｓ＋１年度末

値 

Ｓ＋２年度末

値 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

平均保留時間（不完了呼を含む）      単位：秒 

 

 

    

③ ： ＦＯＭＡ（パケット通信モード）又はＸｉ/５Ｇ（データ通信モード） 

相互接続点において必要となる接続回線帯域幅   単



接続約款新旧対照表（2025/3/31改正） 

新 旧 

ドコモとの相互接続点名 

位：Mb/s 

接続開始

時 

Ｓ年度末

値 

Ｓ＋１年

度末値 

Ｓ＋２年

度末値 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

ドコモとの相互接続点名 

最大同時接続数 

接続開始

時 

Ｓ年度末

値 

Ｓ＋１年

度末値 

Ｓ＋２年

度末値 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

ドコモとの相互接続点名 契約数予測         単位：回線 

ドコモとの相互接続点名 

位：Mb/s 

接続開始

時 

Ｓ年度末

値 

Ｓ＋１年

度末値 

Ｓ＋２年

度末値 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

ドコモとの相互接続点名 

最大同時接続数 

接続開始

時 

Ｓ年度末

値 

Ｓ＋１年

度末値 

Ｓ＋２年

度末値 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

ドコモとの相互接続点名 契約数予測         単位：回線 



接続約款新旧対照表（2025/3/31改正） 

新 旧 

接続開始

時 

Ｓ年度末

値 

Ｓ＋１年

度末値 

Ｓ＋２年

度末値 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

様式第１ 別紙２ 

接続形態 

① ドコモが料金設定を行う接続形態 

 接続

形態

No 

第 1 表 

発信事業者 経由事業者 着信事業者 

発信 経由１ 経由２ ・・・・ 経由ｎ 着信 

１        

２        

３        

４        

 

 第２表 第３表 第５表 第６表 

接続開始

時 

Ｓ年度末

値 

Ｓ＋１年

度末値 

Ｓ＋２年

度末値 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

様式第１ 別紙２ 

接続形態 

② ドコモが料金設定を行う接続形態 

 接続

形態

No 

第 1 表 

発信事業者 経由事業者 着信事業者 

発信 経由１ 経由２ ・・・・ 経由ｎ 着信 

１        

２        

３        

４        

 

 第２表 第３表 第５表 第６表 



接続約款新旧対照表（2025/3/31改正） 

新 旧 

利用者料金 

設定事業者 

利用者料金 

請求事業者 

網使用料 

設定事業者 

事業者間精

算 

区間１ 設定者 ・・・ 区間ｎ 設定者  

１         

２         

３         

４         

 

②ドコモ以外が料金設定を行う接続形態 

 接続形

態 No 

第１表 

発信事業者 経由事業者 着信事業者 

発信 経由 着信 

１     

２     

３     

４     

 

 第２表 第３表 第４表 

利用者料金設定事業者 利用者料金請求事業者 網使用料支払事業者 

１    

２    

利用者料金 

設定事業者 

利用者料金 

請求事業者 

網使用料 

設定事業者 

事業者間精

算 

区間１ 設定者 ・・・ 区間ｎ 設定者  

１         

２         

３         

４         

 

②ドコモ以外が料金設定を行う接続形態 

 接続形

態 No 

第１表 

発信事業者 経由事業者 着信事業者 

発信 経由 着信 

１     

２     

３     

４     

 

 第２表 第３表 第４表 

利用者料金設定事業者 利用者料金請求事業者 網使用料支払事業者 

１    

２    



接続約款新旧対照表（2025/3/31改正） 

新 旧 

３    

４    

注 １ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 

   ２ 接続に係るネットワークの概要を示す図（様式任意）を添付すること。 

   ３ 接続約款別表２接続形態に規定する以外の接続形態を申し込む場合には、別紙

２接続形態の接続形態 No 欄に「新規」と記載すること。 

 

様式第２ （第１１条第２項関係） 

事前調査申込書受付確認書 

第  号 

年   月   日 

   殿 

 

 

 

  年   月   日付け     号でいただきました事前調査申込は、当社にて  年   月   

日に受け付けましたので、連絡いたします。 

 

 

 

 

 

 

３    

４    

注 １ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

   ２ 接続に係るネットワークの概要を示す図（様式任意）を添付すること。 

   ３ 接続約款別表２接続形態に規定する以外の接続形態を申し込む場合には、別紙

２接続形態の接続形態 No 欄に「新規」と記載すること。 

 

様式第２ （第１１条第２項関係） 

事前調査申込書受付確認書 

年   月   日 

   殿 

 

 

 

印 

  年   月   日付け     号でいただきました事前調査申込は、当社にて  年   月   

日に受け付けましたので、連絡いたします。 

 

 

 

 

 

 



接続約款新旧対照表（2025/3/31改正） 

新 旧 

様式第３ （第１２条第１項関係） 

事前調査申込回答書 

第 号 

年   月   日 

   殿 

 

 

 

  年   月   日付け 号で事前調査申込みのあった件について、下記のとおり回答

しますので、宜しくお取り計らい願います。 

  なお、１ヶ月以内に本件に係る接続申込みがない場合は、事前調査の回答は効力を

失うものとします。 

接続の可否及びその理由  

協議事項に関する具体的内

容 

 

接続可能時期（公表約款

第 12 条第５項に該当すると

きは、その理由を含む） 

 

費用負担の有無 

（概算額及び内訳） 

 

 

 

 

様式第３ （第１２条第１項関係） 

事前調査申込回答書 

年   月   日 

   殿 

 

 

 

印 

  年   月   日付け 号で事前調査申込みのあった件について、下記のとおり回答

しますので、宜しくお取り計らい願います。 

  なお、１ヶ月以内に本件に係る接続申込みがない場合は、事前調査の回答は効力を

失うものとします。 

接続の可否及びその理由  

協議事項に関する具体的内

容 

 

接続可能時期（公表約款

第 12 条第５項に該当すると

きは、その理由を含む） 

 

費用負担の有無 

（概算額及び内訳） 

 

 

 

 



接続約款新旧対照表（2025/3/31改正） 

新 旧 

様式第４ （第１４条第１項関係） 

接続申込書 

第   号 

年   月   日 

 

 

   殿 

 

郵 便 番 号 

（ふりがな） 

住 所 

（ふりがな） 

氏 名（法人にあっては、名称及び

代 表 者 の 氏

名）  

  弊社事前調査申込書（   年  月  日付け   号）に対する貴社回答書（   年  

月  日）につきまして、貴社の電気通信事業法第 34 条第２項に基づく第２種指定電

気通信設備に係る接続約款に基づき、回答書の内容で接続を申し込みます。 

 

注  用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 

 

 

 

 

様式第４ （第１４条第１項関係） 

接続申込書 

第   号 

年   月   日 

 

 

   殿 

 

郵 便 番 号 

（ふりがな） 

住 所 

（ふりがな） 

氏 名（法人にあっては、名称及び

代 表 者 の 氏

名） 印 

  弊社事前調査申込書（   年  月  日付け   号）に対する貴社回答書（   年  

月  日）につきまして、貴社の電気通信事業法第 34 条第２項に基づく第２種指定電

気通信設備に係る接続約款に基づき、回答書の内容で接続を申し込みます。 

 

注  用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

 

 

 

 



接続約款新旧対照表（2025/3/31改正） 

新 旧 

様式第５ （第 15 条第１項関係） 

接続申込承諾書 

第  号 

年   月   日 

      殿 

 

 

 

  年   月   日付け 号でいただきました接続申込みにつきまして、その申込みを承

諾いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第５ （第 15 条第１項関係） 

接続申込承諾書 

年   月   日 

      殿 

 

 

 

印 

  年   月   日付け 号でいただきました接続申込みにつきまして、その申込みを承

諾いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



接続約款新旧対照表（2025/3/31改正） 

新 旧 

様式第６ （第 19 条第１項関係） 

相互接続用電気通信設備建設変更申込書 

第 号 

年   月   日 

 

 

   殿 

 

所属（法人名等） 

氏名    

  年   月   日付け 号で申し込んだ相互接続用電気通信設備建設申込につき

まして、下記のとおり変更を申し込みます。 

記 

１．変更内容 

旧 新 

  

注  用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 

 

 

 

 

 

 

様式第６ （第 19 条第１項関係） 

相互接続用電気通信設備建設変更申込書 

第 号 

年   月   日 

 

 

   殿 

 

所属（法人名等） 

氏名   印 

  年   月   日付け 号で申し込んだ相互接続用電気通信設備建設申込につき

まして、下記のとおり変更を申し込みます。 

記 

１．変更内容 

旧 新 

  

注  用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

 

 

 

 

 

 



接続約款新旧対照表（2025/3/31改正） 

新 旧 

様式第７ （第 19 条第１項関係） 

相互接続用電気通信設備建設変更申込承諾書 

第  号 

年   月   日 

       殿 

 

 

 

  年   月   日付け 号でいただきました相互接続用電気通信設備建設変更申

込みにつきまして、その申込みを承諾いたします。 

備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第７ （第 19 条第１項関係） 

相互接続用電気通信設備建設変更申込承諾書 

年   月   日 

       殿 

 

 

 

印 

  年   月   日付け 号でいただきました相互接続用電気通信設備建設変更申

込みにつきまして、その申込みを承諾いたします。 

備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



接続約款新旧対照表（2025/3/31改正） 

新 旧 

様式第８ （第 19 条第３項関係） 

相互接続用電気通信設備建設中止申込書 

第 号 

年   月   日 

 

 

   殿 

 

所属（法人名等） 

氏名    

  年   月   日付け 号で申し込んだ相互接続用電気通信設備建設申込につき

まして、下記のとおり中止を申し込みます。 

記 

１．中止する内容 

注  用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第８ （第 19 条第３項関係） 

相互接続用電気通信設備建設中止申込書 

第 号 

年   月   日 

 

 

   殿 

 

所属（法人名等） 

氏名   印 

  年   月   日付け 号で申し込んだ相互接続用電気通信設備建設申込につき

まして、下記のとおり中止を申し込みます。 

記 

１．中止する内容 

注  用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること 

 

 

 

 

 

 

 

 



接続約款新旧対照表（2025/3/31改正） 

新 旧 

様式第９ （第 19 条第３項関係） 

相互接続用電気通信設備建設中止申込承諾書 

第  号 

年   月   日 

   殿 

 

 

 

  年   月   日付け 号でいただきました相互接続用電気通信設備建設中止申

込みにつきまして、その申込みを承諾いたします。 

備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第９ （第 19 条第３項関係） 

相互接続用電気通信設備建設中止申込承諾書 

年   月   日 

   殿 

 

 

 

印 

  年   月   日付け 号でいただきました相互接続用電気通信設備建設中止申

込みにつきまして、その申込みを承諾いたします。 

備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



接続約款新旧対照表（2025/3/31改正） 

新 旧 

様式第 10 （第 20 条関係） 

完成通知書 

第  号 

年   月   日 

   殿 

 

 

 

  年   月   日付け     号でいただきました相互接続用電気通信設備建設申込につ

きまして、接続用設備が完成いたしましたので通知します。 

１．完成した設備の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第 10 （第 20 条関係） 

完成通知書 

年   月   日 

   殿 

 

 

 

印 

  年   月   日付け     号でいただきました相互接続用電気通信設備建設申込につ

きまして、接続用設備が完成いたしましたので通知します。 

１．完成した設備の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



接続約款新旧対照表（2025/3/31改正） 

新 旧 

様式第 11 （第 24 条第１項関係） 

接続用ソフトウェア開発中止申込書 

第 号 

年   月   日 

 

 

   殿 

 

所属（法人名等） 

氏名    

  年   月   日付け 号で申し込んだ接続用ソフトウェア開発申込につきまして、下

記のとおり中止を申し込みます。 

記 

１．中止する内容 

注  用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第 11 （第 24 条第１項関係） 

接続用ソフトウェア開発中止申込書 

第 号 

年   月   日 

 

 

   殿 

 

所属（法人名等） 

氏名   印 

  年   月   日付け 号で申し込んだ接続用ソフトウェア開発申込につきまして、下

記のとおり中止を申し込みます。 

記 

１．中止する内容 

注  用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること 

 

 

 

 

 

 

 

 



接続約款新旧対照表（2025/3/31改正） 

新 旧 

様式第 12 （第 24 条第１項関係） 

接続用ソフトウェア開発中止申込承諾書 

第  号 

年   月   日 

   殿 

 

 

 

  年   月   日付け 号でいただきました接続用ソフトウェア開発中止申込につきま

して、その申込みを承諾いたします。 

備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第 12 （第 24 条第１項関係） 

接続用ソフトウェア開発中止申込承諾書 

年   月   日 

   殿 

 

 

 

印 

  年   月   日付け 号でいただきました接続用ソフトウェア開発中止申込につきま

して、その申込みを承諾いたします。 

備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



接続約款新旧対照表（2025/3/31改正） 

新 旧 

様式第 13 （第 80 条第２項関係） 

通信用建物等立入申込書 

第 号 

年   月   日 

 

 

   殿 

 

所属（法人名等） 

氏名    

  接続に必要な装置等の接続工事（保守）のため、下記により貴社の通信用建物等

に立入りたいので、申し込みます。 

記 

１．申込内容 

入館目的  

入館ビル名  

入館者名 所属 

氏名 

入館日時 開始予定時刻 

    年   月   日   時   分 

終了予定時刻 

    年   月   日   時   分 

責任者 所属 

様式第 13 （第 80 条第２項関係） 

通信用建物等立入申込書 

第 号 

年   月   日 

 

 

   殿 

 

所属（法人名等） 

氏名   印 

  接続に必要な装置等の接続工事（保守）のため、下記により貴社の通信用建物等

に立入りたいので、申し込みます。 

記 

１．申込内容 

入館目的  

入館ビル名  

入館者名 所属 

氏名 

入館日時 開始予定時刻 

    年   月   日   時   分 

終了予定時刻 

    年   月   日   時   分 

責任者 所属 
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氏名 

連絡先  電話番号 

        FAX 番号 

備考  

注  用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列 4 番とすること 

 

 

様式第 14 （第 80 条第３項関係） 

通信用建物等立入申込承諾書 

第  号 

年   月   日 

   殿 

 

 

 

  年   月   日付け 号でいただきました通信用建物等立入申込につきまして、そ

の申込みを承諾いたします。 

備考  

 

 

 

 

 

氏名 

連絡先  電話番号 

        FAX 番号 

備考  

注  用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列 4 番とすること 

 

 

様式第 14 （第 80 条第３項関係） 

通信用建物等立入申込承諾書 

年   月   日 

   殿 

 

 

 

印 

  年   月   日付け 号でいただきました通信用建物等立入申込につきまして、そ

の申込みを承諾いたします。 

備考  
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様式第 15 （第 14 条の２第１項関係） 

接続申込み取止め申込書 

第   号 

年   月   日 

   殿 

 

 

所属（法人名等） 

氏名    

  年   月   日付け 号で申し込んだ接続申込みにつきまして、下記のとおり取止

めを申込みます。 

 

記 

１． 取止める内容 

注 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第 15 （第 14 条の２第１項関係） 

接続申込み取止め申込書 

第   号 

年   月   日 

   殿 

 

 

印 

  年   月   日付け 号で申し込んだ接続申込みにつきまして、下記のとおり取止

めを申込みます。 

 

記 

２． 取止める内容 

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること 
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様式第 16 (第 14 条の２第１項関係) 

接続申込み取止め申込承諾書 

第   号 

年   月   日 

   殿 

 

 

 

  年   月   日付け 号でいただきました接続申込み取止め申込につきまして、その

申込みを承諾いたします。 

備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第 16 (第 14 条の２第１項関係) 

接続申込み取止め申込承諾書 

年   月   日 

   殿 

 

 

 

印 

  年   月   日付け 号でいただきました接続申込み取止め申込につきまして、その

申込みを承諾いたします。 

備考  
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様式第 17 (第 27 条の２第１項関係) 

接続用設備等の利用中止申込書 

第   号 

年   月   日 

   殿 

 

 

 

所属（法人名等） 

氏名    

  貴社接続約款第 27 条の２（協定事業者の申込みによる接続用設備等の利用中止

等）の規定により、接続用設備等の利用中止を申込みます。 

 

記 

 

利用中止する接続用設備等の内容 記事 

利用中止を希望する接続用設備等の設置場

所 

利用中止希望日 

   

 

注１ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること 

２ 接続用設備等の更改を申込む場合には、当該設備を新たに設置若しくは改修又は

開発するための申込みを併せて行うこと。 

様式第 17 (第 27 条の２第１項関係) 

接続用設備等の利用中止申込書 

第   号 

年   月   日 

   殿 

 

 

 

印 

  貴社接続約款第 27 条の２（協定事業者の申込みによる接続用設備等の利用中止

等）の規定により、接続用設備等の利用中止を申込みます。 

 

記 

 

利用中止する接続用設備等の内容 記事 

利用中止を希望する接続用設備等の設置場

所 

利用中止希望日 

   

 

注１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること 

２ 接続用設備等の更改を申込む場合には、当該設備を新たに設置若しくは改修又は

開発するための申込みを併せて行うこと。 
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様式第 18 (第 27 条の２第４項関係) 

接続用設備等の利用中止申込承諾書 

第   号 

年   月   日 

 

   殿 

 

 

  

   年  月  日付け    号でいただきました接続用設備等の利用中止申込みにつきま

して、その申込みを承諾いたします。 

備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第 18 (第 27 条の２第４項関係) 

接続用設備等の利用中止申込承諾書 

第   号 

年   月   日 

 

   殿 

 

 

 印 

   年  月  日付け    号でいただきました接続用設備等の利用中止申込みにつきま

して、その申込みを承諾いたします。 

備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



接続約款新旧対照表（2025/3/31改正） 

新 旧 

様式第 19 (第 27 条の２第５項関係) 

接続用設備等の利用中止申込み取止め申込書 

第   号 

年   月   日 

 

   殿 

 

  

所属（法人名等） 

氏名    

   年  月  日付け    号で申し込んだ接続用設備等の利用中止申込みにつきまし

て、下記のとおり、取止めを申込みます。 

 

記 

１．取止める内容 

注  用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

様式第 19 (第 27 条の２第５項関係) 

接続用設備等の利用中止申込み取止め申込書 

第   号 

年   月   日 

 

   殿 

 

 

 印 

   年  月  日付け    号で申し込んだ接続用設備等の利用中止申込みにつきまし

て、下記のとおり、取止めを申込みます。 

 

記 

１．取止める内容 

注  用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 
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様式第 20 (第 27 条の２第５項関係) 

接続用設備等の利用中止申込み取止め申込承諾書 

第   号 

年   月   日 

 

   殿 

 

 

  

   年  月  日付け    号でいただきました接続用設備等の利用中止申込み取止め

申込につきまして、その申込みを承諾いたします。 

備考  

 

 

 

様式第 20 (第 27 条の２第５項関係) 

接続用設備等の利用中止申込み取止め申込承諾書 

第   号 

年   月   日 

 

   殿 

 

 

 印 

   年  月  日付け    号でいただきました接続用設備等の利用中止申込み取止め

申込につきまして、その申込みを承諾いたします。 

備考  

 

 

 

新 旧 

 附 則（令和７年 3 月 19 日経企第 6189 号） 

 （実施期日） 

１ この改正規定は、令和７年 3 月 31 日から実施します。 

 

（網使用料の料金額） 

２ 当社は、この改正規定実施の日から令和７年３月 31 日までの間において、料金表第

１表（接続料金）第１（網使用料）２（料金額）の規定にかかわらず、第 6 欄、
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第 7 欄、第 7 欄の２、第 8 欄、第 9 欄及び第 9 欄の２に定める料金額について、次

表に規定する額を適用します。 

区分 単位 料金額 備考 

(6) ＦＯＭＡ

直収パケット接

続機能 

ア GTP 接続 （ア）

10Mb/s のも

の 

128,625 円 月額 

（イ）

10Mb/s を超

える 1.0Mb/s

ごとに 

12,862 円 月額 

イ 削除 

(7) Ｘｉ直収

パケット接続機

能 

ア GTP 接続 （ア）

10Mb/s のも

の 

128,625 円 月額 

（イ）

10Mb/s を超

える 1.0Mb/s

ごとに 

12,862 円 月額 

イ 削除 

(7)の 2  

５G 直収パケッ

ト接続機能 

GTP 接続 （ア）

10Mb/s のも

の 

128,625 円 月額 

（イ）

10Mb/s を超

える 1.0Mb/s

ごとに 

12,862 円 月額 

(8) ＦＯＭＡ特定接続契約者回線

管理機能 

1 契約者回線

ごとに 

63 円 月額 
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(9) Ｘｉ特定接続契約者回線管理

機能 

1 契約者回線

ごとに 

63 円 月額 

(9)の２ ５G 特定接続契約者回線

管理機能 

1 契約者回線

ごとに 

63 円 月額 

 （ＵＳＩＭカードの貸与に係る費用の額） 

4 当社は、この改正規定実施の日から令和７年３月 31 日までの間において、料金表第

３表（その他の費用）第１（ＵＳＩＭカードの貸与に係る費用）１（ＵＳＩＭカ

ードの貸与に係る費用の額）の規定にかかわらず、ＵＳＩＭカードの貸与に係る費用

について、次表に規定する額を適用します。 

区分 単位 形状 費用の額 備考 

ＵＳＩＭカ

ードの貸与

に係る費用 

ＵＳＩＭカ

ードの貸与

に係る請求

を し 、 当 社

が承諾した

ときに要する

費用 

１枚ごとに Ｐ ｌ ｕ ｇ

－ｉｎ Ｕ

I Ｃ Ｃ 、 Ｍ

ｉ ｎ ｉ －

ＵＩＣＣ、

又は４ＦＦ 

213 円 Ｆ Ｏ Ｍ Ａ

特 定 接 続

契約、Ｘｉ

特 定 接 続

契約、５Ｇ

特 定 接 続

契約での利

用が可能で

す。 

 

 




